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【主な記事】
◆第170回中央委員会　	 2-3面
◆連載：憲法をどう使うか（木村草太）	 4-5面
◆労働安全衛生月間	 6面
◆ジェンダー平等集中月間	 7面
◆三線がつなぐ仲間と沖縄への思い　ほか	 8面

　高原町職労は2025年秋の賃金交
渉で「給料表の改定は2026年４月
1日とし、2025 年 4月 1日に遡及
しての賃金改定は行わない」との予
想外の回答を受けました。
　これまで少ない職員数で忙しい時
期も乗り切ってきた中で、到底納得
のいく回答ではなく、すぐに緊急集
会を開きました。集会では組合員か
ら「このようなピンチの時こそ、組

合が一枚岩となって当局に立ち向か
おう」といった声があがりました。
職場オルグを行い、組合員からの意
見を集約し、意見書として取りまと
め、書面で当局に提出しました。
　しかし、その後も当局からの歩み
寄りがなく膠着状態となりました。
そんな時、新潟の仲間が人勧凍結を
署名で撤回させたと聞いたことか
ら、署名活動を実施し、98筆（組
合員の 95%）の署名を当局に提出
しました。

自治労は 5 月 22 日、東京で 2026 年度町村職総決起集会を開催し
た。全国の町村職場の人手不足は深刻だ。安心して暮らせる地域社会の
実現のために人員確保と賃金・労働条件の改善は急務。集会では、宮崎
県・高原町（たかはるちょう）役場職員労働組合の田原修司執行委員長
が 2025 賃金確定闘争の経験を報告し、参加者に勇気を与えた。

▲宮崎県・高原町職労　田原修司執行委員長

降りしきる雨の中、国会請願行進を貫徹

　こうした取り組みが功を奏し、賃
金改定については2025年 4月 1日
改定とし、3月議会での条例改正案
を上程し、差額は年度内支給とする
ことができました。
　今回の賃金闘争を通じて組合の求
心力が高まったと感じました。この
経験を生かし、今後も集会やオルグ
を通して、組合員一人ひとりの声を
しっかりと拾い上げ、信頼できる体
制を築き上げていきます。

決意表明の要旨

自治労は 5 月 25 ～ 26 日、第 170 回中央委員会をオンラインで開催。
人勧期・自治体賃金確定期にむけた取り組みを中心とする当面の闘争方針を決定した。
参加者数は、中央委員・傍聴者を合わせて約 600 人。

　議事の冒頭、石上千博中央執行委
員長があいさつし、人勧期闘争の課
題や政治情勢、組織強化の課題など
について述べた（２面に要旨）。
　一般経過報告、2025 自治体確定
闘争総括（案）、2026 春闘中間総

括（案）の報告を伊藤功書記長が行
い、質疑の後承認された。
　続いて第１号議案「当面の闘争
方針（案）」を山﨑幸治副委員長、
第２号議案「第 101 回定期大会
（2027 年基本年大会）開催地の内

定について（案）」を榎本朋子書記
次長が提案し、質疑・討論（３面に
要旨）を行い、本部答弁の後、賛成
多数で可決した。
　「闘争宣言」採択の後、石上委員
長の「団結がんばろう」で閉会した。

人勧期・人員確保人勧期・人員確保のの取り組み方針取り組み方針をを決定決定
第170回

中央委員会

町 村 職 総 決 起 集 会

地域社会地域社会をを守るため守るため
すべてすべてのの町村職町村職のの課題課題のの前進前進をを
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山﨑幸治副委員長

石上千博中央執行委員長あいさつ

本部方針の提案

　物価高騰が続く中、実質賃金を改
善するためには持続的な賃上げが不
可欠です。民間春闘の流れを止めな
いためにも、公務労働者として賃上
げを強く求めていかなければなりま
せん。今人勧期闘争で、物価高に負
けない賃金水準の確保と、世代間の
バランスのとれた賃金体系の確立を
最大の目標とし、公務員連絡会に結
集し取り組みます。
　一方、要求書提出や交渉が十分に
行えていない実態があります。この
間の取り組みにより官民給与の比較

　組合員減少の状況を打開するため
第６次組織強化・拡大のための推進
計画の実行に組織全体で取り組む。
また、「産別体制・財政の構造改革」
案に関する集中討議のため、第２回
ブロック別県本部代表者会議を６月
23・25日に開催する。

企業規模の改善や、地域手当および
寒冷地手当等にかかる特別交付税減
額措置の廃止などが実現した今こ
そ、単組・県本部・本部が一丸とな
り「地方における自主的・主体的な
賃金決定」にむけた運動の大きなう
ねりを作りあげねばなりません。
　高市政権による強権的・独断的国
会運営、労働者の意見を軽視する姿
勢に、強い危機感を抱いています。
自治労としては、「共生と連帯に基
づく持続可能な社会」の実現をめざ
して、政権を担いうる政治勢力の形

　人勧期闘争では引き続き世代間の
バランスの取れた賃金体系の確立を
求め、６月17日に人事院へ要求書を
提出する。県本部・単組は職場（集
会）決議または団体署名を実施する。
　人員確保闘争の基本的交渉ゾーン
を、６月５～18日とする。
　７月を労働安全衛生月間とし、10
点の重点目標を設定して全単組で取
り組む。
　10月のカスハラ対策措置義務化に
むけて、当局に対し基本方針・マニ
ュアルの作成などを求める取り組み
を強化する。
　６月をジェンダー平等推進集中月
間とし、取り組みの意思統一をはか
る。

　「骨太方針2026」における地方一
般財源総額の拡充をめざし、政府・
地方三団体・政党への要請行動に取
り組む。
　政府・与党や一部野党による改憲
策動や高市政権による非核三原則の
見直しを許さない取り組みを進める。
　これまでの政治情勢や第 51回衆
議院選挙闘争の結果を踏まえ、「新た
な政治対応方針」を補強すべく、検
討を進める。

　2027 年 8 月 24 日（火）～ 26 日
（木）に開催予定の第101回定期大会
の開催地を、山形県山形市「やまぎ
ん県民ホール」と内定する。

成を目標とし、政治方針の補強議論
を進めます。
　最後に産別体制・財政の構造改革
についてです。統一闘争の再構築や
組織強化を進めるための重要な議論
として、８月の定期大会での成案化
にむけ努力してまいります。県本
部・単組での活発な議論をお願いし
ます。

自治労一丸自治労一丸ととなりなり
「自主的・主体的な賃金決定」「自主的・主体的な賃金決定」
へのへのうねりうねりををつくりあげようつくりあげよう

■ 第１号議案・当面の闘争方針（案）

■ �第２号議案・第 101 回定
期大会（2027 年基本年
大会）開催地の内定につ
いて（案）

人勧期闘争への結集と人員確保に全力を人勧期闘争への結集と人員確保に全力を
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ChatGPTと
Canvaで
お手軽作成

■７月4日（土）
午前10時30分
～午後4時30分

■ 会場  コンファレンスプラザ
大阪御堂筋 Ｌ室

☎06-6231-2484
■ 参加費用　10,000円

☎ 06-6948-6079　Fax.06-6948-6657
club@kclub1965.com

機関紙づくりDX
入門セミナ機関紙編集者クラブ

詳しくは
こちらから▶
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議長は、湯本憲正中央委員（左 / 長野県本部）
と矢入彩中央委員（愛知県本部）が務めた

当面の闘争方針（案）をめぐる質疑・討論

　賃金・人勧期闘争の課題では、産
別統一闘争の再構築、再任用職員の
一時金改善、人事院が検討している
「新たな人事制度」への対応、人勧
期の職場決議・団体署名などについ
て、方針の明確化と本部の強い交渉
姿勢を求める意見があった。
　人員確保闘争については、通年闘
争の展開、賃金・労働条件の改善、
総人件費確保の取り組みとの結合に
ついて意見が出された。
　平和運動の課題では、予備自衛官
等兼業特例法案の危険性を指摘し対
策の強化を求める意見、改憲を狙う
高市政権に反対し、市民との連帯を
広げようとの訴えなどがあった。
　組織討議に付されている産別体
制・財政の構造改革については、組
合費の変動方式の具体的なイメー
ジ、組織強化計画との関連、本部機
構のスリム化などで意見があった。

　政治闘争については、「中道改革
連合」の結成が急で組合員に説明す
る時間がなかったこと、「中道改革
連合」の綱領と自治労の政治方針と
の一致への疑問などの指摘、自治労
としての衆院選挙の総括を示し、統
一自治体選挙と参議院選挙に臨む体
制づくりを進めるべきとの意見が出
された。
　これらの他の課題では、3回目と
なる「大阪都構想」の住民投票への
対応、公立病院の財政と賃金、消防
の県一元化への対応と組織化、ヘイ
トスピーチ禁止の法制化、ジェンダ
ー平等の推進、次世代の担い手育
成、新採加入の促進と本部の支援の
要請など、現場の取り組みを踏まえ
た発言があった。
　また、第 2号議案で来年の基本
年大会の開催地に予定されている山
形県本部から、大会成功にむけた決

意が述べられた。

　これらの発言に対して答弁した山
﨑副委員長は、「現場での取り組み
に敬意を表したい。出された意見を
踏まえて、本部方針を補強・豊富化
したい。人勧期には、職場決議・団
体署名など、集約した職場組合員の
声を人事院、総務省に届けるため、
最大限の取り組みを行う。衆院選総
括は 8 月定期大会で示し、2014 年
大分大会で確認した『新たな政治対
応方針』の補強を提案する。『産別
体制と財政構造の改革』は、6月の
ブロック県代で、さらに議論を深め
る」と述べ、本部方針への賛成を求
めた。

職場職場からから組合員組合員のの声集め声集め
総力総力でで人勧期人勧期ののたたかいたたかいへへ
質疑・討論では26県本部・27人の中央委員が発言。人勧期闘争
にむけた賃金闘争の推進、人員確保闘争、平和運動の課題などで活
発な議論が交わされた。また、産別体制・財政の構造改革、衆議院
選挙闘争の総括についても、多くの意見があった。

本部答弁

出された意見踏まえ方針を補強
衆院選総括は8月大会で示す
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はじめに　

　昨今の国内外の政治では、不安・不満・怒り・恐
怖といった負の感情を「誰のせい」にするかが重要
な役割を果たしている。ここで思い出すのが、刑法
学の因果関係についての議論だ。簡単に紹介しよう。

因果関係と客観的帰属

　刑法の世界では、人が死んだ、傷ついた、お金が
無くなったといった悪い結果が「誰のせい」なのか
が問題になる。従来、日本の刑法学では、「結果の
原因は科学的に一つに特定できる」という前提をも
とに考えられてきた。
　例えば、AがBに自転車をぶつけて怪我させたと
する。このとき、Aの運転ミスがなければBは怪我
しなかったと言えるだろう。つまり、科学的にみて、
Aの運転ミスとBの怪我との間には「因果関係」が
ある。一方、現場から離れた場所でCが映画を見て
いたとか、Dがお茶を飲んでいたという行為は、B
の怪我と「因果関係」がない。
　しかし、この考え方は素朴すぎる。人間はあらゆ
ることに原因を見出すものだ。今の例でも、CがA

を映画鑑賞に誘っていれば、事故を防げたかもしれ
ない。DがBと一緒に出掛けていれば、自転車をよ
けられたかもしれない。怪我の原因はAの運転ミス
以外にも無数にあることになる。
　そこで、最近の刑法学では、「誰のせい」かの判
断は、特定の原因を科学的に認定する作業ではなく、
「将来、同じような悪い事が起きにくくするために、
誰に原因を負わせるべきか」との価値判断だと考え
られるようになってきた。自転車事故の例で言えば、
映画を見に行く人やお茶を飲む人に事故に遭いそう
な人を止めさせるよりも、自転車を運転する人にミ
スしないよう注意させる方が、事故を防ぐためによ
さそうだ。こうした判断から、Bの怪我の「無数の
原因」の中から、Aのミスを選んで、それを原因と
する。
　この作業は、最も強い原因を客観的に判断して、
それに結果を帰属させるという意味で、「客観的帰属」
と呼ばれる。

好感度による原因の帰属

　この議論は、政治の場にも示唆を持つ。
　実質賃金が下がるとか、雇用が減るといった、国
民が望まない事象が発生した時、たいていの場合に
おいて、その原因はかなり複雑だ。なかなか原因を
明示できないからこそ、政治の場でそれを「誰のせ
い」にするかは、その人の感情や価値観で好き勝手
に選べてしまう。
　しばしば見られるのは、「誰のせい」にするかを
好感度で決める現象だ。例えば、昨年9月、高市首
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賃金低下、雇用不安、外交摩擦——複雑な問題ほど、政治は「わかりやすい敵」を求めがちだ。
その行為は時に差別感情を煽り、権力者の責任逃れの手段にもなり得る。刑法学の因果関係論
をヒントに、「責任を誰に負わせるのか」という問いに対する建設的な議論に必要な視点を探る。

次回は11月号に掲載予定

東京都立大学　
法学部　教授
木村 草太さん

ⓒ八田政玄

「誰のせい」なのか？
——政治の場での因果関係

憲 法 使を かうどう ？

寄稿連載
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相は国会で、中国が台湾に武力行使する事態は「我
が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃（存
立危機事態）と認定し得ると答弁した。日本政府と
して台湾が独立国であることを認める内容だ。当然、
日中間の緊張は高まる。このような不注意な発言を
した首相に対して、批判の声が多数上がった。ただ、
不思議なことに、主張の発言のきっかけとなった、
存立危機事態に関する質問をした岡田克也衆議院議
員（当時）が悪いという人も多かった。「悪い事の原
因は、できるだけ自分が好感を持つ人物には帰属さ
せたくない」、あるいは「自分が反感を持つ相手に
帰属させたい」という心理が見える。
　趣味の世界なら、好感度で原因を帰属させてもよ
いだろう。野球チームの応援に行って、勝利の原因
を「６回２失点に抑えた先発投手」にするか、「同点
打を放った５番打者」にするか、あるいは「決勝点
につながる相手センターのエラー」にするかは、人
それぞれに違ってもよい。シャーロックホームズを
読んで、事件解決の原因を「ホームズのひらめき」
にするか、「ワトソンの義理堅さ」にするかも、個
人的な価値観の問題だ。
　しかし、政治の場では、悪い結果の原因は、将来
の善政のために誰に責任を負わせるか、という視点
から考える必要がある。首相が「いじわる」と感じ
るような厳しい質問を封じ込めれば、なれ合いで無
難なやり取りができるかもしれないが、それでは権
力監視がままならない。不注意な大臣答弁を避ける
ためには、大臣自身に注意させるのが一番だ。だか
ら、悪い結果が生じた大臣答弁は、大臣自身の責任
にしなければならない。

差別による原因の帰属

　政治の場で、好感度で「誰のせい」にするかを決
めていると、差別感情も煽られる。差別の対象にな
ると、「好感度が下がる」という表現では生ぬるい
程の敵意や攻撃を向けられる。悪い事は、差別を受
ける集団のせいにされる。
　私たちは、治安悪化（の感覚）や雇用不安を「外
国人のせい」にする現象をたくさん見てきた。少子

化の原因を同性愛者のせいにする現象もある。最近
では、差別に反対する思想（「リベラル」とか「左翼」
と呼ばれる）を持つ人も、「被差別対象の味方」とし
て差別対象になる。だから、諸々の政治の失敗は、
「リベラル」や「左翼」のせいにされやすくなる。
　極端な例だと、アメリカのトランプ政権が何か問
題を起こすと、トランプ大統領や与党のせいではな
く、「リベラルの失敗」のせいにされる。
　差別が横行する世界では、権力者は、被差別対象
のせいにしさえすれば、自分の責任を免れられる。
いくら失敗しても、自分の失点にはならない。その
うえ、嫌いな奴を、みんなで寄ってたかっていじめ
てくれる。これは心地よい。だから、権力者は、率
先して差別を煽るようになる。

 おわりに——目的を問う　

　では、どうしたらよいのか。
　出発点は、最初に確認したように、ある結果に、
何かを原因として結び付ける操作自体はいくらでも
できてしまうという点だ。たとえただの八つ当たり
だろうと、「それは原因ではない」と反論しても有
効ではない。
　問うべきは、「無限にある原因の中で、それを主
な原因と認定することで、何を実現しようとしてい
るのですか？」ではないか。こう問えば、「誰かの
せい」にする操作が、科学的な事実認定ではなく、
その人の追求する目的に由来することを明らかにで
きる。
　ここから、「その目的を達成したいなら、むしろ
この人の責任を問うべきでは？」とか、「そもそも、
その目的自体がおかしいのではないか？」といった
議論が生まれるだろう。無意識に設定された「目的」
を意識化することが、建設的な議論の出発点だ。

3

きむら・そうた●1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業、同助手を
経て、現在、東京都立大学法学部教授。専攻は憲法学。国民の力で「憲法
を活かす」をテーマに活動中。著書の『憲法の急所』（羽鳥書店）は「東大生
協で最も売れている本」「全法科大学院生必読の書」と話題に。『憲法とい
う希望』（講談社現代新書、共著）ほか多数。
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6月は
ジェンダー平等推進集中月間

　自治労は労働災害撲滅と快適職場
の実現をめざした取り組みを行って
います。まずは職場で安全衛生の意
識を持つことが取り組みのスタート
です。
　たとえば、長時間労働になってい
ませんか。「そうかも」と感じたら、
職場の人員配置や業務を見直してい

きましょう。
　業務中にヒヤッとしたことありま
せんか。その「ヒヤリハット」を職
場全体で共有していきましょう。
　職場の安全衛生委員会や労働組合
を通じて、みんなで意見を出し合
い、労働災害を未然に防ぎ、快適な
職場環境をつくっていきましょう。

［ 7月は自治労安全衛生月間 ［ 7月は自治労安全衛生月間 ］］

一人ひとり一人ひとりのの安全意識安全意識がが
労働災害労働災害ののない明日ない明日ににつながるつながる

安全衛生月間の安全衛生月間の
取り組みにご活用ください！取り組みにご活用ください！

自治労では7月を自治労安全衛生月間と位置づけ、10点の重
点目標を設定し、取り組みを進めます。　

　学校給食職場の取り組み事例

安全・安心な職場づくり
リーフレット

【熱傷災害防止対策】

【腰痛予防対策】

労安ポータル

1

2

職場での取り組みツールとして活用で
きます。

自治労作成てびき、総務省通知など、
労働安全衛生に関する資料を網羅した
ページを開設しました。学習会資料も
掲載しています。

「じちろうモバイル」からも
アクセスできます！

● 注意表示で危険箇所を見える化

効果：作業者の注意喚起・ 事故防止

● 台車の活用及び
食材の小分け化に
より持ち上げ動作
を削減

効果：
作業負担軽減・
腰部への負荷低減

※パスワードは「jichi2024」

危険カモ
（労働安全衛生

キャラクター）
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あなたの〝好き″が、光る。

あなたの〝好き″が、光る。

テーマは自由です

2026年
8月31日 月

締切 当日消印
   有効

　6月は「自治労ジェンダー平等推
進集中月間」。組合員にジェンダー
平等の推進への理解と、運動参加を
求める取り組みを進めている。
　富山県本部は集中月間に先立つ4
月の女性集会で、映画「女性の休日」
（上左写真）の上映と講演、分散会
交流を実施した。
　この映画は、今日では「男女平等
世界一」といわれるアイスランドで
1975年 10月 24日、女性たちが一
斉に仕事や家事を「休む」行動のド

キュメント作品。同国の女性の 90
％が参加し、男女平等が前進するき
っかけとなった。鑑賞した組合員か
らは「声を上げてひとつの目標にむ
かって行動することの大切さを学ん
だ」などの感想が聞かれた。
　熊本県本部はキャンペーングッズ
としてレインボーカラーの「ALLY」
の幟とペーパースタンドを作成した
（上右写真、木村副委員長の机上）。
Ally（アライ）とは「味方」を意味
する英語で、多様な性のあり方に理

解のある支援者、応援者のこと。２
年前の集中月間で作成し、各単組に
配布して活用を呼びかけている。
　熊本県本部でも、映画「女性の休
日」の上映を７月に予定している。
担当の霜出奈美主任書記は、「多く
の組合員に見てもらい、ジェンダー
平等の意識を高めるきっかけになれ
ば」と、期待を語る。

なお映画の公式サイト
はこちら　

6月は
ジェンダー平等推進集中月間

ジェンダー平等推進委員会
木村ひとみ委員長（自治労副委員長）

映画映画ややグッズグッズでで
意識喚起はかろう意識喚起はかろう

すべての人がすべての人が
その人らしく、働きやすい職場とその人らしく、働きやすい職場と

暮らしやすい社会の暮らしやすい社会の
実現をめざして、実現をめざして、

全単組でジェンダー平等の全単組でジェンダー平等の
取り組みを進めましょう。取り組みを進めましょう。

【腰痛予防対策】
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縄
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れ
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島
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特集◎子ども支援の持続可能性を問う

月
刊 

自
治
研

インタビュー 子ども支援の担い手が直面する課題　岩田美香
寄稿 スクールソーシャルワーカーの実態と
 自治体支援の工夫　奥村賢一
寄稿 現場から考える こども誰でも通園制度と
 持続可能性　池下孝弘

編　集：自治研中央推進委員会
TEL 03-3263-0274

発行所：（株）自治労サービス
定　価：838円（本体762円+税 10％）

6月号

定期購読
受付中

購読お申込み

池
尾
靖
志

「
南
西
諸
島
の
軍
事
化
」

地平社
2,400円＋税

職場や地域、家庭での話題、ちょ
っとした出来事などから、ひとつ
のテーマについて読者のあなたが
投票。翌々月号でランキングを発
表します。
応募者から抽選で
10人に記念品を
差し上げます。
何が当たるかは、
わかりません！

（当選は記念品の発送をもって代えます）

第2回目のテーマは

7月15日

たくさんのご応募を
お待ちしています。

ご応募はこちらから 

▲

今月みみんんななでで選選ぶぶ　　　　　　のの
ラランンキキンンググ

締切 水

　兵庫県本部では、複数の単組やブ
ロック単位で三線サークルが活動し
ている。サークルを主催し、講師を務
めるのは県本部の戎

えびす

剛
つよし

副委員長だ。
　戎さんが三線と出会ったのは2004
年、沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落
した事故の直後に沖縄を訪れたこと
がきっかけ。事故現場を目の当たり
にし、沖縄の現状に心を寄せ続けた
いという思いから三線を始めた。
　2015年、県本部沖縄視察の交流
会で、戎さんが三線を披露すると、
参加した宝塚市職労の組合員から
「三線を教えてほしい」と声がかかっ
た。翌年、宝塚市職労で正式にサー
クルを立ち上げると、徐々に県内単
組に活動が広まった。
　サークルメンバーの年齢層は幅広
く、女性が多い。教室で最初に練習
する曲は「安

あ
里
さと
屋
や
ゆんた」だ。

　戎さんは「サークル活動を通じて
組合員と接する機会が増え、県本部

県本部旗開きでの演奏にむけた練習風景

を身近に感じてもらえる。合同発表
会などで組合員同士の横のつながり
もできている。一人でも多くの組合
員が三線をきっかけに沖縄に関心を
持ってくれたら嬉しい」と語る。　
　4月からは県本部での教室も始ま
った。活動の一層の広がりが期待さ
れる。

三線三線ががつなぐつなぐ
仲間仲間とと沖縄沖縄へのへの思い思い

兵庫県本部・戎剛副委員長（淡
路市職労出身）。2025 年八
重山古典民謡コンクールで
新人賞に合格。好きな
曲は「満月の夕」、「あ
がろーざ節」、  「高
那節」。

  あなたの“密かな節約術”  あなたの“密かな節約術”
です。

三線とは
棹・胴・3 本の弦で構成された沖縄の
伝統的な弦楽器。独特の哀愁と温か
みのある響きが特徴。

兵  庫  発


